
（平成 18 年 12 月 27 日施行）
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建築物の用途の制限

　建築物の用途の混在を防ぎ、魅力のあるまちなみの形成と良好な環境の保全を

図ります。

建築物の敷地面積の最低限度

　建築物の敷地の細分化による建て詰まりを防ぐとともに、日照・通風の確保な

ど良好な住環境の維持・増進を図ります。

壁面の位置の制限

　快適でゆとりのある市街地をめざし、建物の過度の建て詰まりを防ぎ、日照・

通風の確保、あるいは「みどり」の空間を創出するために、道路や隣地境界線か

ら後退して建築したり、空地をとって建築したりすることが必要です。

建築物の高さの最高限度

　高すぎる建物は、落ち着いたまちなみの景観を乱すとともに、隣家の日照・通

風に影響を与えたり、圧迫感をもたらすことがあるため、建築物の高さを地区の

特性にあった高さに制限する必要があります。

かき又はさくの構造の制限

　快適で魅力ある市街地を形成するため、地区の特性を考慮しながら、かき又は

さくの構造の制限を行っています。
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※壁面の位置の制限の緩和
　角地など敷地の状況により、やむを得ず壁面の位置の後退が出来ない場合は、

次に該当する場合に限り、壁面の位置の制限が緩和されます。

（1）　外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0ｍ以下のとき

（2）　※物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、

面積が5㎡以下のとき

（3）　自動車車庫で、軒の高さが2.3ｍ以下のとき

　　　※物置その他これらに類する用途：自転車置き場、ペット等の小屋等
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